
２０１０年１１月３０日 

各 位 

株式会社みずほ銀行 

平準払終身保険『ＷＡＹＳ』の取扱開始について 

 

株式会社みずほ銀行（頭取：西堀 利）は、２０１０年１２月１日（水）より、一部店舗で取扱中の平準払終身

保険『ＷＡＹＳ』（正式名称：終身保険〔低解約払戻金型〕、引受保険会社：アメリカンファミリー生命保険会

社）の、全国本支店での取り扱いを開始いたします。 

今回、平準払終身保険『ＷＡＹＳ』の取り扱いを開始することで、「一生涯の死亡保障や所定の高度障害に

備えたい」という、ニーズにお応えいたします。 

保障性商品のラインアップの充実を図ることで、お客さまの多様化するニーズに幅広くお応えできるよう、

取り組んで参ります。 

『ＷＡＹＳ』の主な特徴は以下の通りです。 

（商品の内容については、別紙をご参照願います。） 

≪主な特徴≫ 

一生涯にわたり保障される【死亡保障】 

被保険者の死亡・所定の高度障害に対する保障を一生涯確保できます。 

将来のニーズにあわせて保障が変更可能 

ご契約時から保険料払込期間（＊１）満了日までは【死亡保障】を確保し、保険料払込期間（＊１）満了後の

保障について、【死亡保障】の継続のほか、【年金】【介護年金】【医療保障】の各コースの中から、お客さま

のニーズにあわせて選んでいただくことができます。 

（＊１）ご契約時に「６０歳払済」「６５歳払済」「７０歳払済」のいずれかからお選びいただきます。 

保険料のお払込方法が選択可能 

保険料のお払込方法として、保険料を毎月お払込みいただく「月払プラン」（＊２）と保険料を契約時にまと

めてお払込みいただく「一括払プラン(全期前納払)」が選択可能です。 

（＊２）半年払・年払も取扱可能です。 

【低解約返戻金型終身保険のご留意事項】 

◎被保険者の健康状態等によってはご契約のお引き受けができない場合があります。 

◎保険料払込期間中の解約返戻金は、お払込みいただいた保険料を下回ります。 

◎引受保険会社の経営破綻等により、保険金額、解約返戻金額等が削減されることがあります。 

◎保険料の一部は保険金のお支払い、また、他の一部は生命保険商品の運営に必要な経費（販売、証券

作成、維持管理の経費など）にあてられます。 

  これらの経費は引受保険会社・保険種類・契約年齢・性別・経過年数等によって異なるため、一律の算定 

  方法を記載することはできません。 

本商品の詳細については、全国の当行本支店の窓口でご確認ください。当行は、今後も保険商品のライン
アップを充実させ、お客さまの幅広いニーズにお応えして参ります。 

以 上 



別紙 

『ＷＡＹＳ』≪ご契約のお取り扱い≫ 

正式名称 終身保険〔低解約払戻金型〕 

保険期間 終身 

保険料払込期間 

（保障移行可能年齢） 
６０歳払済、６５歳払済、７０歳払済 

契約年齢 

（被保険者満年齢） 

６０歳払済 ： ０歳～満５５歳 

６５歳払済 ： ０歳～満６０歳 

７０歳払済 ： ０歳～満６５歳 

保険料払込方法 月払・半年払・年払・一括払(全期前納払) 

加入限度 

（満年齢） 

０歳～１４歳：１,０００万円 １５歳～３９歳：１,５００万円  

４０歳～６０歳：１,０００万円 ６１歳～６５歳：８００万円 

※最低保険金額２００万円 

満期保険金・配当金 なし 

解約返戻金 あり 

契約者貸付制度 あり（主契約の解約返戻金の９割まで貸付可能） 

加入時の診査 告知書扱（医師による診査は必要ありません） 

特約 
・リビング・ニーズ特約 

・指定代理請求特約 

保障内容 

・保険料払込期間中 

   【死亡保障】 「死亡・高度障害保険金」 

・保険料払込期間満了後、以下のいずれかから選択 

①【死亡保障】の継続  
      一生涯の「死亡・高度障害保障」を継続できます。 

②【年金】コース 
      受取期間５年間の「年金」を受け取れます。 

③【介護年金】コース  
      公的介護保険の認定後５年間「介護年金」を受け取れます。 

④【医療保障】コース  
    健康状態にかかわらず、一生涯の「医療保障」と「死亡保障」に 

変更できます。 

 

【低解約返戻金型終身保険のご留意事項】 

◎被保険者の健康状態等によってはご契約のお引き受けができない場合があります。 

◎保険料払込期間中の解約返戻金は、お払込みいただいた保険料を下回ります。 

◎引受保険会社の経営破綻等により、保険金額、解約返戻金額等が削減されることがあります。 

◎保険料の一部は保険金のお支払い、また、他の一部は生命保険商品の運営に必要な経費（販売、証券

作成、維持管理の経費など）にあてられます。 

  これらの経費は引受保険会社・保険種類・契約年齢・性別・経過年数等によって異なるため、一律の算定 

  方法を記載することはできません。 


